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取政倫審発第

令和 3 年 1 2 月

号
日

取手市長 藤井信吾殿

取手市政治倫理審査会

会長 高久匡志

調査請求に対する調査結果について

取手市政治倫理条例（平成 2 6 年条例第 9 号。以下「条例」という。）第 1 4 

条第 2 項の規定に基づき，令和 3 年 1 1 月 4 日付け取総発第 7 3 9 号で調査を

求められた件（以下「本件調査請求」という。）に関し，当審査会において調査

を行いました。

その結果について，条例第 1 4 条第 3 項の規定により下記のとおり回答しま

す゜

記

1 調査請求の対象となった者

藤井信吾取手市長

2 調査請求の概要

当審査会に提出された調査請求書によると，調査請求人は大要次のとおり主

張し，調査を求めている。

(l) 藤井信吾取手市長（以下「市長」という。）は，平成 2 8 年から現在まで，

取手市も加入する一部事務組合である茨城県南水道企業団（以下「企業団」

という。）の企業長を務めている。

(2) 市長が代表を務める政治団体「取手新時代をひらく会」（以下「ひらく会」

という。）の収支報告言によると，寄附年月日が平成··l年冒月冒眉l 日，寄
叩者の氏名として寄附者王が記載され寄附金額 Il|1 置闊員罰円，記載住所
はx （個人情報のため記号で代替する。以下Y及び Z も同じ。），職業は代表
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取締役社長との記載があるもの（以下「第 1 寄附I という，），寄附年月日が

平成 3 1 年 2 月 1 9 E ，寄附者の氏名として寄附者甲が記載され寄附金額

一円記載住所はx，｀職業は代表取締役社長との記載があるもの（以下
房 2 寄附」という。），寄附年月日が令和■年1月 ■日，寄附者の氏名とし
て寄附者臣が記載され寄附金額 I 饂眉層l円，記載住所は X, 職業は代表
取締役社長との記載があるもの（以下「第 3 寄附」という。），それぞれが記

載されている c

(3) 法人登記によれば，寄附者中は，水道関連工事などを手がける乙株式会社

の代表取締役である。

第 1 ～第 3 寄附の当時，乙株式会社の本店所在地は，ひらく会の収支報告

書における寄附者甲の寄附者住所として記載された住所と同一の地番であ

・る。
また，寄附者甲の住所は，同じ法人登記によれば乙株式会社の本店所在

地とは異なる地番である。

(4) 市長が企業団の企業長を務めている間，乙株式会社取手支店は，企業団発

注の排水管布設替工事を，平成 2 9 年 5 月 3 1 S 執行分（別紙入札結呆一覧

番号I), 平成 3 0 年 7 月 4 日執行分（別紙入札結果一覧番号■），令和元年
i 0 月 2 3 日執行分（別紙入札結果一覧番号'■),令和 2 年 9 月 2 9 日執
行分（別紙入札結果一覧番号冒冒l），令和 3 年 2 月 1 6 日執行分（別紙入札
結果一覧番号··), 5 回工事を受注している。

(5) 寄附者甲は会社を代表して契約行為を行う代表取締役であり，ひらく会の

収支報告書の住所欄は寄阿者甲個人の住所ではなく，会社本店―の住所地が――

記載されている。よって，一連の寄附は個人名目となっているが，実体は会

吐としての寄附である。これは，条例第 4 条第 5 号前段にある企業からの寄

附に該当し，受注業者から市長への税金の環流とのそしりを免れない。
(6) 寄附者甲は，乙株式会社が企業団から平成 2 9 年 5 月 3 l 日執行分（別紙

入札結果一覧番号■）の工事を落札して間もない平成··年1月 ··I 日に
寄附をしており（第 1 寄附），この寄附は政治的・道義的に重大な疑義のあ

る［受注の謝礼」と推認できる。よって，条例第 4 条第 5 号後段にある「政

治的又は道義的樅判を受けるおそれのある寄附」に該当するも

3 調査の方法

当審査会では，灸例第 1 1 条第 2 項の規定に基づき，次の各当事者に対して文

書により認査を依頼し，ま・またダ会開さ舟弐干る桔報を取得サ．→各当事者からの巨答

お」、．｀笠公凋情報を踏まえ，当審査会として議論したC

なお，当審査会］］調査は，いわゆる捜査．とは異なり，調査に対する回答が義務

付けられてしヽるものではなし、が•もリ．）か， 当審査会の調査に必要な範囲で行って

，．，し’
l'' 



いるものであり，当審査会として判断するために必要合ものであるとして，可能

な限りの協力を要請した。

（文書による調査を依頼した者）

ア 取手新時代をひらく会（代表：藤井信吾市長）

イ寄附者甲

ウ 乙株式会社

工 茨城県南水道企業団（企業長：藤井信吾企業長）

4 調査結果（結論）

当審査会において調査した結果，本件調査請求に係る案件は，条例第 4 条第 5

号前段ないし後段のいずれの政治倫理基準にも該当するとはいえないと判断す

る。

5 調査結果（本文）

(1) 明らかな事実
登記簿上の乙株式会社の本店所在地は令和 3 年 3 月末日まではX, 同年4 月

1 日からはYが乙株式会社の本店所在地となり，登記簿上の寄附者甲の住所は
z である。

乙株式会社の支店である乙株式会社取手支店は，平成 2 9 年 4 月 1 日以降，企

業団の工事｛入札方法はすべて指名競争の方法による。）につき，ー別紙入札結果

一覧番号 1~26 に入札し， うち1,1, •• •9 ··を落札した。
企業団では予定価格が 5000 万円以上の工事については一般競争入札とさ

れるが（茨城県南水道企業団水道事業会計規程第 1 0 0 条の 2 ），ゑ牽五痣困ば

企業団が執行する指名

競争入札における指名業者選定の最終決定権者は，予定価格が 3000 万円以

上の工事の指名競争入札については契約審査委員会（委員長は事務所長，茨城県

南水道企業団契約審査委員会設置規程第 1 条第 1 項第 4 号及び同条第 2 項各
号），予定価格が 3000 万円未満の工事の指名競争入札については事務所長等

（専決区分に基づく，茨城県南水道企業団管理規程第 1 4 条及び別表第 3 1 

所長の専決事項 工事請負関係 (2) • 2 次長の専決事項 工事請負関係

(2) • 3 課長の専決事項 工事請負関係（ 1)) となっているー（以下き茨城墨

直水道企業団水道事業会計規程｀茨城県南水道企墓団契約癖査委員会設置規
租：．茨城県童水道企業団管理規程をあわせて一必「各規程上，とい立0.)99C

(2) 第 1 ～第 3 寄附が条例第 4 条第 5 号前段に該当するとの請求について
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ア 第 1 ～第 3 寄附が乙株式会社からの寄附に該当するか

（ア）条例第 4 条第 5 号麒段の寄附主体
条例第 4 条第 5 号前段は「政治活動に関して会社その他の団体（政党及び政治

団体を除く。）から寄附を受けないものとし」と定め，寄附を行う主体につき：会

社その他の団体」と定義している。

この点，政治資金規正法（昭和 2 3 年法律第 1 9 4 号C 以下「法」という")

では，第 2 条第 1 項で「この法律は，政治資金が民主政治の健全な発達を希求し

て拠出される国民の浄財であることにかんがみ，その収支の状況を明らかにす

ることを旨とし，これに対する判断は国民にゆだね，いやしくも政治資金の拠出
に関する国民の自発的意思を抑制することのないように，適切に運用されなけ

ればならない。」として国民個人の自発的意思の抑制をしないことを基本理念と

し，この基本理念を受けて法第 22 条第 2項鼠麗屋「個人のする政治活動に関す
る寄附は，各年中において，政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては，

1 5 0 万円を超えることができない。」と遥鼻薗疇仄応寄』～～扉恥之遠詞ーのその
他の政治団体に対する寄附を年間 1 5 0 万円まで許容している。

条例の上位法である法が法第 2 2 条第 2 項で個人献金を明文で同一の者に対

して年間 1 5 0 万円まで許容していること，条例第 4 条第 5 号前段盛毛ぽ明文
で「会社その他の団体」と限定し会社その他の団体ではない自然人を除外してい

ることから，条例第 4 条第 5 号前段の寄附主体は会社その他の団体のみを指し，

自然人は含まれないと解される。

（イ）乙株式会社が第 1 ～第 3 寄附を行ったか

条例第 4 条第 5号前段の寄附主体ほ会社その他の団体のみを指すことから，―

―った
9 ~ v、•~‘‘‘. ~”“‘,. 

るため，本件につき検討する。

乙株式会社は，当審査会の調査に対して，会社としての寄附を行っておらず，

法人会計処理としてもひらく会に対して寄附を行っていないことを，法人とし

ての決算報告書及び総勘定元帳を添付の上で回答している。

-ｷｷ ｷ., 元年によれば，乙株式会社は，平成 2 8 年 1 0, 

月 1 日から平成 2 9 年 9 月 30 日まで，及び平成 30 年 1 0 月 1 日から令和元

年 9月 30 日までの各期において，一定額の寄附金をそれぞれ支出しているも

のの，その支出先は公益財団法人や特定非営利活動法人に対するものであり，い

ずれもひらく会を含む政治団体や資金管理団体に対するものではなかった。

次に，寄附者甲は，当審査会の調査に対して，個人的な寄附であること，また，

寄I5付者甲自身の個人資産から，私的な応援の意図をもって寄附をしたと回答し

ている。

そして，ひらく会は，当審査会の調査に対して，寄附者甲からの寄附が政治活

8
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動の支援の一環であるとの理解の下，個人からの寄附として認識し，収支報告書

に記載した旨を回答している。なお，寄附金を受領した際の寄附者甲の住所の確
こ／ l，、

ー ••-,“; .'公 9・迅．．．．，丘..

`立fV毘I…= ·.• 
も針翫扇

ゴ芳ことである巳がただi＾ヽびらく遥祗嘉現在，寄附者甲の＝
自宅住所を把握したことから，収支報告書の住所の訂正を茨城県選挙管理委員

会に対し届け出る予定であると併せて回答し，その後，令和 3 年 1 2 月 1 0 日付

けで茨城県選·ヽ，理委員会に対し収支報告書の住所の訂正に2虹工を茨城県選
学管謳委只奈，届け出た旨饂麗訂正されたものの写し生縮付して夭
回答璽饗騨ている。
ひらく会の回答によればひらく会の事務手続において，寄附者甲の住所に係

る確認を欠いた点があることは否定できないものの，前述のとおり乙株式会社

の財務会計処理においてひらく会に対する寄附が行われていないことが
ン公唸ぷぷぷな辱函3

ていることに加え，寄附者甲からの回答もあわせて考えると，ひらく会
,、: ^』”劣 9 ,つさご．7ご 99

の収支報告書において乙株式会社の住所が記載されていることのみをもって，

直ちに乙株式会社による寄附，すなわちょ ー巌頓闊譴漏；からの寄附と判
断することはできない。

このことを踏まえると， っ 1 ～第 3 寄附ほい完

＝言置薗正己7````:5:; 他̀-----•一必さtヅ｀・『 9: 9は→＇が．； ｀ヽ •‘A.’·`•9 9 がぷ 99ぷゃ·、一～̀ 9：沢寮名必← , 
の団体からの寄附」に該当するとに

なお，調査請求人は，当該寄附が受注業者から市長への税金の環流である旨を

主張するが，第 1 ～第 3 寄附を会社その他の団体である乙株式会社が行ったも

のではないことから，税金ないし水道使用料収入の環流とも認められない。

イ 第 1 ～第 3 寄附が実質的に乙株式会社からの寄附といえるか

前述のとおり条例第 4 条第 5 号前段の寄附主体は会社その他の団体のみを指

し，自然人は含まれないと解されるが，念のため，第 1 ～第 3 寄附が実質的に乙

株式会社からの寄附といえるかを検討する。

この点，第 1 ～第 3 寄附が実質的に乙株式会社からの寄附といえるためには，

乙株式会社の会社資産と寄附者甲の個人資産とは明確に区別されているため第

1 ～第 3 寄附の寄附金が乙株式会社の会社資産から直接支出されたということ，
または寄附によって乙株式会社が工事受注に有利になったなどの乙株式会社が

工事を落札したことと寄附との関連性が明らかに認められることなどの特段の

事情が必要と解される。
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（ア）乙株式会社資産からの直接支出の有無

前述のように，第 1 ～第 3 寄附の寄附金が乙株式会社の会社資産から直接支

出されたという証拠はないc

また，寄附者甲からも第 1 ～第 3 寄附の寄附金は寄附者甲個人の資産から支

出したとの回答があり，第 1 ～第 3 寄附の寄附金が乙株式会社の会社資産から

直接支出されたという事実は認められない。 ・

そして，収支明細書の寄附者甲の住所として乙株式会社の所在地が記載され

I ていた点につき，紐住嚢蛉も麟審査会臨緬磁鯛譴諷謳暇釦繕蘊塵畏知
・び虞盗疇羅寄附金を受領した際に寄附者甲の住所を確認せず，後に領収書
の送付先を寄附者甲に聞いたところ会社住所を送付先として指定されt~ため確

認不足のまま収支報告書に会社住所を記載したと八巡一守~---へ＾匹ー，員畠璽霞麗蓋o
ただし，収支報告書に記載すべき住所として，自宅住所を回答したと記憶して

いると寄附者甲は当審査会に対して回答している。

，第 1 ～第 3 寄附につき乙株式会社が直接支出したとの事

実が認められないため，住所の記載のみをもって第 1～第 3 寄附につき乙株式

会社が行ったとの認定をすることまではできない。 .,. 

なお，寄附者甲は乙株式会社の代表取締役として乙株式会社から給与等の形
式で収入を得ているが，・会社から給与等を得てそれを原資として寄附を行った
場合まで実質的に会社の寄附とみなすとすれば，会社から収入を得ている自然

人が寄附を行った場合はすべて会社の寄附となってしまうごどとなり，法第 2

2 条第 2 項で個人献金を明文で同一の者に対して年間1 5 0 万円まで許容して
いることと相反するため，妥当でない6

（イ）乙株式会社が企業団の工事を落札したことと寄附との関連性の有無

a 第 1 ～第 3 寄附と企業団の工事の関係性

調査請求人は，乙株式会社が企業団の工事のうち別紙入札結果一覧番号冒， 1，
·9····を落札し，乙株式会社の代表取締役である寄附者甲がひらく会
に第 1 ～第 3寄附をしたことを理由として調査請求を行っているため，第 1~

第 3 寄附と企業団の工事受注の関係について検討する。

b ひらく会の代表である市長が受注選定に関与するか

別紙入札結果一覧番号·ｷ9ｷｷ ··9,·lはいずれも工事の予定価格が
5000 万円以上ではないため，指名競争入札の方法によって入札が行われて

いるが，査規程によゑ上ー企業団が執行する指名競争入札における指名業者選定
の最終決定権者は，予定価格が 3 0 0 0 万円以上のT．事の指名競争入札につい

ては契約審査委員会十券員長預事務所長，．炭墟！泉南水道企華団契約舞査委員会骰
脱規程等丑条第十項第寸号汲サ封卦条第2項各号｝，予定価格が 3 oｷo o 万円未満
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の工事の指名競争入札につし‘ては事務所長糾区（専決区分に紐•バく．：知代以南求迅

令‘澤攣管斑哉I."程賽•I•```4条及サ別表•第ー：・ピ·-l • ~、所長·吟却·}己·iヽ•!!:( i -:•1f訥仕関係

．．（ぜ··圧さ一紺豆｝寺決·事項—-.--.iー一．事請・負関係｛臼ーサ一課長企；淋•9、日；jtトー舟鳴崎

紺嗣余―←l-)-)ーとなる。

麟塁塁IJ紙入札結果一覧番号'’9 • • ·互ず吐L..~L這
極を豆旦立9 万円未満文ぬゑ三．上から←の業者選定につきいずれも最終決定権

者は企業長である市長ではないため，指名業者選定の最終決定において第 1~ 
第 3 寄附を受けたひらく会の代表である市長が関与することはない。

c 第 1 ～第 3 寄防によって乙株式会社が有利になったか

乙株式会社が企業団の工事のうち入札した工事は，当審盗会における調歪の

結果，別紙入札結果一乾のとおり平成 2 9 年度から令和 3 年度現在（企業団から

の回答によると，直近で該当する入札は令和 3 年 1 1 月 1 6 日）までの間で 2 6 

件であるが，そのうち落札できなかった工事が 2 1 件，落札して請負工事業者と

なったのが 5 件である。

このことからすると，落札できなかった工事の件数が落札した工事の 4 倍以

上となっており，入札において乙株式会社が有利になったということはいえな

また，別紙入札結果一覧番号· • ｷｷ9  •• ··の落札結果は，予定価
格-円を一円（別紙入札結果一覧番号1），予定価格一円
を一円（別紙入札結果一覧番号■），予定価格一円を一
■円（別紙入札結果一覧番号··），予定価格一円を一円（別
紙入札結果一覧番号··），予定価格-万円を一万円（別紙入札結
果一覧番号·昌と，すべて落札価格が予定価格を下回っており．落札したいず
れの工事においても受注額が有利になったということもいえない3

もし乙株式会社の入札が第 1 ～第 3 寄附により有利になったのであれば入

札した工事につき落札できなかった工事の方が多数であることと整合しない。

そして落札した各工事はいずれも予定価格を落札価格が下回っていることか

ら第 1 ～第 3 寄附によって乙株式会社の落札価格が有利になったという事清

も認められない99

d 結語

以上のように，乙株式会吐の資産から第 1 ～第 3 寄附が支出されたと認めら

れないこと，乙株式会社が入万Lを行った別紙入札拮果一覧番号 1 ~2  6 ばすべ

て指名業者選定の最終決定権者が契約審査委員会（委員長ぱ卓務所長）もしくは

事務所長等（専決区分に基づく）であって企業長である市長が丘規程上関与する

ことがなく，乙株式会社の入礼件故と落礼結果の件数を比較すると少—なくとも

2 6.i牛入礼したうち落札できなかった件数が 2 1 件と多数で，かつ落礼したエ

市につしヽても落札価格はすべて予定価格を下回っており←＿乙株式会社が第］ ~ 

、
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第 3 寄附によって落札価格が有利になったという事実監が認められず，工事の
落札と寄附との関連性があるとまで認めることもできないことから，第 1 ～第

3 寄附が実体として乙株式会社からの寄附であったとは認められない。

ウ結論

第 1 ～第 3 寄附はいずれも乙株式会社によるひらく会への寄附ではないと認

められることから，寄附者甲からの寄附が，粂例第 4 条第 5 号前段にある「会社

その他の団体からの寄附」に該当するとは認められない。

また法第 2 2 条第4= 2 項との関係で条例第 4 条第 5 号前段の寄附主体を自然

人と解することは困難であるが，仮に自然人を含める解釈をしたとしても，第 1
～第 3寄附が実質的に乙株式会社からの寄附であるとの特段の事情もない。
よって，第 1 ～第 3 寄附が条例第 4 条第 5 号前段に該当するとはいえない。

(3) 第 1 寄附が別紙入札結果一覧番号冒との関係で条例第 4 条第 5 号後段に
該当するとの請求について

ア 条例第 4 条第 5 号後段の寄附主｛ . 

条例第 4 条第 5 号後段の寄附主体につき検討する。

法は政治活動の公明と公正を確保することを目的として，企業・団体からの寄

党及び政治資金団体への寄附を除き禁止しており，これは条例

第 4 条第 5 号前段の規定にも合致しているところである。
I 疇塵条例第4条第5号後段は条例第 4 条第 5号前段を受けて同一の号烈で
--―規定されているため，条例第 4 条第 5 号後段の主体も「会社その他の団体」であ --

ると解される。 _ 

そうすると， 5 (2) ア（イ）で前述したように，第、1 寄附は乙株式会社が行
った寄附であるとの証拠はないため，第 1 寄附が条例第 4 条第 5 号後段に該当

するとはいえない。

イ 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附に該当するか

個人による寄附は政治資金規正法の規定趣旨からも保障されるべきものであ

る一方で，条例第 4 条第 5 号後段の規定により，個人からの寄附であっても，政

治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附については，政治倫理上の問

題として，同号の政治倫理基準に該当するおそれがあるとも考えられるため，条

例第 4 条第 5 号後段の主体につき自然人も含まれるとした場合に，第 1 寄附が

政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附（条例第 4 条第 5 号後段）に該

当するかを念のため検討する。
（ア）月1紙入札結果一覧番号冒の工事と企業長の関与の有無

企業団からあわせて提出された各規程によ札ば茨城県南氷哨丑嘩廷肋厨荏事業

tく、'l '3



会計説蘊—'茨城県南永道企業団管理規程放び茨城軌南水道企業団契約審査委員
会設置規程麟いそも，企業団が執行する指名競争入札における指名業者選定
の最終決定権者は，予定価格が 3000 万円以上の工事の指名競争入札につい

ては契約審査委員会合尉趾長怯事蒋百兵直躊虚屈南水道企器団契約審査委員会設
:ｷ ;.•冷＇認・来；唸一 9• こ 9：：，、、み 9. が＇，．

ゞ 3000 万円未満
；：ぶ＂窯,·;,、; 9‘ン'‘·,入9,

の工事の指名競争入札につ＼

疇l丑条及斑馘鍋鋼馨彗
ふ謬汰亭項．ェ亨 亨 に羹〗

っており，企業団からの回答のとおりであることが認められ

る。

企業団は，当審査会の調査に対して，企業長に指名選定の結果は報告している

ものの，企業長は指名競争入札における指名業者選定に関与しておらず，また，

指名業者選定の最終決定権者は契約審査委員会（委員長：企業団事務所長）又は

金額による専決区分に基づいて企業団事務所長，次長及び課長であり，いずれに

しても企業長ではないと回答している。

また，別紙入札結果一覧醤号冒3の企業団が執行した入札は，指名競争入札によ
り乙株式会社が落札しヱ匠蓋晨焉善謎屡薔が，爾庫入乱結果志覧謡騨培ぬ予定
価格がー←9' 疇麟3 0 0 0 万円未満でぁ麟麟董羞指名業者の最終決
定権は茨城県南水道企業団管理規程第 1 4 条及び別表第 3 1 所長の専決事

項 工事請負関係 (2) に記載のとおり饂塁塁塁塁冒虚て江認、9 怠所長の専決事
項で 疇飴誌扇靡印愚は最嗣涜定羅為« 疇9暉姻証婿砂であるから，指名業者最
終選定においで企業団の企業長を兼ねている市長が関与l,.,ているどは認めらfi―

なl.,,ヽ。

（イ）乙株式会社が入札した工事の落札状況の変動の有無

上記事実に加えて，企業団が発注した工事の受注に対する乙株式会社による

謝礼であると直接に判断され得る資料も，特段，調査請求人からは提出されてい

ない，

また，•もし第 1 寄附が別紙入札結果一覧番号1についての乙株式会社から市
長に対する受注の謝礼であったとすれば，第 1 寄附の後に企業団による指名競

争入札の指名選定において，乙株式会社が入札した工事について乙株式会社が

高い割合で落札したなどの執行状況の変動があり得るところであるが，そのよ

うな事実をうかがわせるような資料もなく，かえって 5 (2),{ （イ） c 記載の

とおり．乙株式会社が入札した 26 件のうち乙株式会社が落札できたのは 5 件

で，落札できなかった工事のほうが 4倍以上の多数であったことが認められる。

このことからすると，別紙入札結果一覧番号·の入札の結果，乙株式会社が企
業団の発注した工事を落札したという事実を踏まえても，乙株式会社が入札し

た 26 件のうち，乙株式会社が落札できたのは 5 件で，落札できなかった工事の

8
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ほうが多数であることからすると，市長が第 1 寄附を別紙入札結果一覧番号1
の落札に対する乙株式会社からの謝礼として受領し，そのことで別紙入札結果

一覧番号1以降の指名業者最終選定が左右されたという形跡がないため，企業
団が乙株式会社を指名競争入札業者として選定するに当たり，企業長である市

長が乙株式会社の代表取締役である寄附者甲から寄附を受けたことで，乙株式

会社に便宜を図った事実や，選定に際して影響力を行使したという董雲そをも

ウ結論

これらの事情を総括すると，寄附者甲からの寄附は，乙株式会社による寄附，

すなわち企業からの寄附と判断することはできないことに加え，企業団の谷規
程では別紙入札結果一覧番号1の指名業者最終決定権麗は所長の専決事項とさ
れていること，別紙入札結果一覧番号■以降の入札結果でも乙株式会社が落札
できなかった件数が多数となっていることからすると，別紙入札結果一覧番号

--Iの指名業者最終選定において企業団の企業長を兼ねている市長が関与じてい
たとは認められない。

そして乙株式会社から提出された決算報告書及び総勘定元帳からも乙株式会I 社の会社資産から第 1 寄附がされていない璽裏輌が確認できること，市長が別
紙入札結果一覧番号·につき蓋酷団綬条規程で指名業者選定の最終決定権者と
されていないこと，別紙入札結果一覧番号■以降の入札結果でも乙株式会社が
落札できなかった件数が多数であったことからすると，別紙入札結果一覧番号

Iとの関係で第 1 寄附が乙株式会社から市長に対する受注の謝礼であると認定
することはできず，さらにまだ別紙入札結果一覧番号1~2 6 の最終業者選定
に際して市長はが規程上最終決定権を亙［上エ担立関与そきず，かつ市長が別紙
入札結果一覧番号 1~26 に関与をした形跡も蓋燦注辻け言＇ら市長か乙料尽式会社
に対し便宜を図った事実や影響力行使竺甕衷もうかがわれないのであるから，

．そのような市長に対して寄附者甲が寄附をした第 1 寄附が，客観的に外部から

みて政治的又は道義的批判を受けるおそれがある寄附であるということはでき

なし‘。

よって，第 1 寄附について，別紙入札結果一覧番号量との関係で条例第 4 条第

l(! ! l 8 



5 号後段に該当するということもできない。

(4) 総括

以上のことから，本件調査請求において条例第 4 条第 5 号前段ないし後段の

政治倫理基準に該当するとして請求されている第 1 ～第 3 寄附についてはいず

れも，条例第4 条第 5 号前段ないし後段の政治倫理基準に該当するとはいえず，

「 4 調査結果（結論）」のとおり判断するものである。

6 付言

当審査会における調査の結果は，前記の調査結果のとおりであるが，本件調査

請求の調査の結果を踏まえ，当審査会として次のとおり付言する。

収支報告書の記載は正確に行う必要があり，市民から疑義を持たれることの

ないよう，政治団体としての事務の執行には注意されたい。
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